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知っていますか？定額減税 ６月開始です！
■制度の概要
 令和６年度税制改正に伴い、令和６年分所得税
並びに令和６年度分住民税について、定額による税額の特別控除（定額減税）が実施される
こととなりました。納税者である（国内）居住者を対象に本人や扶養対象配偶者・扶養親族
１人につき所得税３万円、住民税１万円の合計最大４万円が減税となります。

※例 扶養配偶者と子２人の場合… 本人４万円＋ = １６万円

減税しきれない分は、補足給付金として給付される見込みとなっています。
 住民税については、町村役場にて定額減税を含めた税額が通知されるので、事業者側での

対応は不要ですが、給与所得者における所得税については事業者側での対応が必要と

なっています。
 従って、源泉事務が発生している事業者（給与支払事務所等開設届出済事業者）は、
令和６年６月給与支払分より定額減税における月次事務を実施しなければなりません。
給与支払者において手続き漏れが発生しても、国からは給与所得者に対して減税の対応は 
できない見込みですので、漏れの無いようにご注意ください。

源泉事務 担当者必見！

■所得税の定額減税
所得税の定額減税は以下の方法で実施されます。

①給与所得者に対する実施

・令和６年６月以降に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から減税
・年末調整で、給与・賞与における減税額を踏まえた精算

②公的年金受給者に対する実施

・令和６年６月以降に支払う公的年金（老齢年金）に係る源泉徴収税額から減税
・必要に応じて、確定申告で６月以降の減税額を踏まえた精算

③不動産所得・事業所得者などに対する実施
・予定納税対象者については、予定納税額から減税
・確定申告書提出時の所得税額から減税

■給与支払者における月次事務

月次減税事務は以下の手順で実施します。

定額減税に関する講習会を開催・配信します！
詳しくは２ページへ
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給与を支払う事業主側で
減税事務を行います
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控除対象者の
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各人別控除
事績簿の作成

月次減税額の
計算

給与等支払時
の控除

控除後の事務

６月１日以降最初の給与等支払日までに実施

４万円
×
３人



定額減税講習会開催について

〇現地開催 【予約不要です！】
日にち 令和６年６月６日（木）
時 間 １０：３０～
場 所 開発総合センター２階大集会室
講 師 芝税務署 職員

■講習会開催について
 大島町商工会並びに芝青色申告会では、定額減税に関する講習会を開催します。
 定額減税事務について、ご不明点等や質問などがある事業者・経理担当者の方は
 この機会をぜひご利用ください。

主 催 芝青色申告会・大島町商工会
協 力 芝税務署・大島地区青色申告会

〇オンライン配信について
当日会場へお越しになれない方向けに講習会の様子をオンラインにて配信します。
コメント機能を使って質問も受付いたします。オンライン配信を希望の方は、
下記リンク先よりお申し込みください。

配信申込：https://forms.gle/qGGHU3RrR3V7GKrGA
申込期限：令和６年６月４日（火）１６時まで

お申込みいただいた方には講習会終了後、”もう一度説明を聞きたい“方の
ために、講習会を収録した動画をオンデマンド配信いたします。
お気軽にお申し込みください。

第１６回持続化補助金〈一般型〉の募集開始について
第１６回持続化補助金〈一般型〉の募集が開始します
  ５月 ８日（水）  申請受付開始（公募要領公開）

  ５月２７日（月）  公募受付締切
※第16回の申請は電子申請のみの見込みのため、「GビズIDプライム」または
 「GビズIDメンバー」のアカウントが必要です。新規取得には時間を要しますので、
 余裕をもって早めの登録をお願いします。
※スケジュールや内容については予定のため変更になる可能性もあります。
 詳しくは商工会へお問い合わせください。

商工会の源泉事務代行サービスについて
  商工会では、源泉事務の代行サービスを行っております。
  定額減税事務の対応が難しい方や、源泉事務の負担を減らしたい事業者の方等は
 ぜひご利用ください。
  サービス利用をご希望の方は、お早めに商工会までご相談・お申込みください。

非会員
法人会または
青申のみ会員商工会員区分等

500円300円0円年調以外従業員１人当たり

源泉指導
1,000円600円0円年調従業員１人当たり

●代行サービス手数料
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インボイス制度・電子帳簿保存法改正ありました

一部緩和！ 昨年１０月にインボイス制度、今年１月
に電子帳簿保存法が施行されましたが、
「令和６年度税制改正の大綱」にて両制度
について一部緩和されました。

◆インボイス制度の変更点
▽「仕入税額控除に係る帳簿の記載事項

の見直し」
自動販売機特例については、帳簿に利用

した自動販売機の所在地を記載する必要が
ありましたが、記載が不要となりました。

◆電子帳簿保存法の変更点
電離取引データは原則電子による保存が

求められていますが、ECサイト等の利用時
において、ECサイト等上の領収書等のデー
タは要件を満たせばダウンロード保存が不
要になりました。
▽ダウンロード保存が不要になる要件

①ログインをしていつでも領収書など
が確認できること

②ECサイトの購入履歴が日付・金額・
取引先で検索ができること

※売上5,000万以下もしくは相当な理由
があり猶予措置を適用している場合
は①のみ満たせばダウンロード不要
です。

第１６７回簿記検定を令和６年６月９日（日）に実施します。
申込受付期間は令和６年４月２２日（月）～５月９日（木）です。

受験希望の方は、受験料を持参の上、
申込受付期間内に商工会事務所まで
お越しください。
詳しくは商工会ホームページまたは
商工会までお問い合わせください。

大島町商工会 2-3791

受験料受験時間級

3,300円9:00～10:00３級

5,500円13:30～15:00２級

試験会場：大島町役場１階 青年室

岡田港ふれあい交流スペースに出店しませんか？
大島町では、観光客と町民の交流促進・情報受発信・就業創出など地域の活性化を目的に、
「岡田港ふれあい交流スペース」を設置しております。商工会では、指定管理を受けて
地域の活性化とコミュニティを図り、産業振興・観光振興を推進すべく運営しております。
出帆港が岡田港の場合のみの利用となりますが、出店にチャレンジしてみませんか？

●出店について
場 所 岡田港船客待合所2階 岡田港ふれあい交流スペース
時 間 9時～16時頃（出店時間は出店者におまかせ）
出 店 日 岡田港出帆の日ならいつでも
出店条件 大島で事業をしている方・起業を目指している方

かつ週３日以上営業ができる方
使 用 料 １日２００円（週６００円～１,４００円）

出店希望者は大島町商工会に必要書類をご提出ください。
提出された書類を審査した後、面談を実施させていただきます。
詳細は商工会WEBサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

商工会WEBサイト「岡田港ふれあい交流スペース」ページ
URL:https://island-net.or.jp/service/challenge/

簿記検定の実施について

横幅 1,550ｍｍ
奥行 1,400ｍｍ
高さ 2,150ｍｍ

出店ワゴンサイズ



２０２４伊豆大島夏まつりについて第44回
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